
愛知学院大学同窓会けやき会 

奨学金・クラブ支援金給付規程 

 

（名 称） 

第１条 本規程は、愛知学院大学同窓会けやき会奨学金・クラブ支援金給付規程と称する。 

 

（目 的） 

第２条 愛知学院大学同窓会けやき会々則に基づきこの規程を定める。 

 

（奨学生・支援クラブ選考委員会） 

第３条 愛知学院大学同窓会けやき会奨学生・支援クラブ選考委員会は、会長、副会長、

事務局長、常任理事（学術育英担当）、常任理事（学術育英担当補佐）とし、や

むを得ない事由により定員を満たさない場合や必要と認められる場合、会長は他

の理事から選出することができる。 

    委員長は、常任理事（学術育英担当）があたり委員会の招集を行う。 

 

（奨学生・支援クラブの資格） 

第４条 本会の奨学生となるものは、愛知学院大学文学部、心理学部、健康科学部、心身科 

学部または、愛知学院大学大学院文学研究科または心身科学研究科に在籍し、かつ 

入会金および終身会費を納付した者で、学業・人物ともに優秀である者。ただし２ 

年生以上を対象とする。また、本会の支援クラブは、愛知学院大学内で活動し、か 

つ文学部、心理学部、健康科学部、心身科学部に在籍する学生が所属するクラブ・ 

準クラブ・公認サークルで、長年地道な活動をつづけてきたものや、顕著な成績を 

収めたもの等を対象とする。 

 

（奨学生の種別、支援クラブおよび定数） 

第５条 奨学生の種別、支援クラブおよび定数は、次のとおりとする。 

    １．大学院奨学生   毎年度   若干名 

    ２．学部奨学生    毎年度   若干名 

    ３．外国人奨学生   毎年度   若干名 

    ４．支援クラブ    毎年度   若干数 

 

（奨学金・クラブ支援金の給付期間および金額） 

第６条 奨学金・クラブ支援金を給付する期間は、１ヵ年とする。 

    前項の期間中に給付する奨学金・クラブ支援金の金額は、次のとおりとする。 

    １．大学院奨学生    年額   ２４０，０００円 

    ２．学部奨学生     年額   ２４０，０００円 

    ３．外国人奨学生    年額   ２４０，０００円 

    ４．支援クラブ     年額   ２００，０００円 

 

（奨学生・支援クラブ書類の提出） 

第７条 奨学生希望者は、所定の願書に前年度の成績証明書を添えて、同窓会長宛てに提出  

するものとする。また、支援を希望するクラブは、クラブ支援申請書に活動状況を   

示す写真や説明資料を添えて、同じく同窓会長宛てに提出するものとする。 



 

（奨学生・支援クラブの選考） 

第８条 奨学生・支援クラブの選考は、奨学生・支援クラブ選考委員会の議を経て同窓会長  

が決定し、本人に通知する。 

 

（奨学金・クラブ支援金の交付） 

第９条 奨学金・クラブ支援金は、選考後６０日以内に直接本人またはクラブに交付するも 

のとする。 

 

（奨学金・クラブ支援金受領書の提出） 

第 10条 奨学金・クラブ支援金の交付を受けた学生またはクラブは、奨学金・クラブ支援 

金受領書を提出しなければならない。 

 

（奨学金・クラブ支援金給付の条件）               

第 11条 奨学金は、学資として給付するもので、奨学生に卒業後返還義務は一切ない。また、 

クラブ支援金は、クラブへの助成として給付するもので、支援クラブには同じく返 

還義務は一切ない。 

 

（奨学生・支援クラブの取り消し） 

第 12条 虚偽の申請または、奨学生・支援クラブとしてふさわしくない行為が認められたと 

きには奨学生・支援クラブの資格を取り消し、奨学金・クラブ支援金を返還しなけ 

ればならない。 

 

（実施細目） 

第 13条 この規程の実施について必要な細則は、別に定める。 

 

付  則 

     この規程は、平成 ８年 ４月 １日から実施する。 

           平成１２年 ４月 １日から実施する。 

           平成１４年 ４月 １日から実施する。 

           平成１９年 ４月 １日から実施する。 

           平成２４年 ４月 １日から実施する。 

           平成２８年 ４月 １日から実施する。 

令和 ６年 ２月１０日から実施する。 


